
【事業の目的と概要】

保育士等宿舎借り上げ支援事業について

法人
20,500円

例）

※本補助率の考え方は日割り計算においても同じ

公費61,500円

実家賃82,000円以上の場合

公費45,000円
法人

15,000円

実家賃70,000円

3/4 1/4

本人
10,000円

資料4-2

■ 保育士の就業継続及び離職防止を図り、

保育士が働きやすい環境を整備するため、

保育士の宿舎を借り上げるための費用

の一部を支援する。

■ 保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部補助

１人(１戸)当たり月額 ８２,０００円（予定）を上限額とし、

３／４を公費で補助。残りの１／４ を法人が負担する。

■費用の対象は、 家賃・管理費・共益費 （敷金、礼金、手数料等は対象外)

■ 法人による借り上げが対象であり、法人所有の物件は対象外
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【対象施設と対象者】

保育士等宿舎借り上げ支援事業について

■ 保育所、小規模保育事業（Ｃ型除く）、事業所内保育事業、認定こども園、

認可化・小規模保育事業化予定の認可外保育施設が対象

■ 施設長を除く、常勤（正規雇用）の保育士、看護師（准看護師、保健師）、教

諭（小学校、幼稚園、養護教諭）※条例等により保育士に読み替えられるも

のに限る。子育て支援員やその他市長が認める者は対象外

■ 対象者は世帯主又は準ずる者（世帯総収入の５０％超）であること、住宅手

当等を受けていないことが条件

■ 法人に採用された日から８年以内

ただし、令和２年度に事業対象だった方で引き続き令和４年度も事業対象

となる場合には１０年以内、令和３年度に事業対象だった方で引き続き令和

４年度も事業対象となる場合には９年以内
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【実施期間と手続き】

保育士等宿舎借り上げ支援事業について

■ 令和４年４月１日～令和５年３月３１日

（翌年度以降の実施については国の 本事業の実施状況により検討）

■ 申請に必要な書類
・ 申請書
・ 賃貸契約書の写し
・ 本人負担額確認書
・ 雇用契約書の写し
・ 資格証明書の写し
・ 住民票の写し(令和４年度発行のもの)
・ 給与明細の写し
・ 法人が家賃を振り込んだことを証する書類 など

■ 申請・支払は四半期ごとの実績払

実績報告書（内訳書は四半期 ごとに作成）は年１回提出
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保育士等宿舎借り上げ支援事業について

実施期間：４月１日～３月３１日
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前
年
度

第
１
四
半
期
申
請※

第
２
四
半
期
申
請※

第
３
四
半
期
申
請※

第
４
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出

川

崎

市

年間スケジュール

※第１四半期～第４四半期の申請は、それぞれ各月７日までに申請
※各期申請の前月に、日時・様式等を通知する予定

・審査
・補助金交付
（5月まで）

・審査
・補助金交付 (2月以降随時)

・審査
・補助金交付
（5月まで）

・審査
・補助金交付 (11月以降随時)

・審査
・補助金交付 (8月以降随時)
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保育士等宿舎借り上げ支援事業について

①交付申請

②交付決定

④実績報告

実施事業者 川崎市

補助金請求事務の流れ

①四半期終了ごとにそれぞれ翌月７日を

目途に提出してください

・ ４～ ６月 ７／ ７（木）まで

・ ７～ ９月 １０／ ７（金）まで

・１０～１２月 １／１０（火）まで

・ １～ ３月 ４／ ７（金）まで
②交付申請受領後、内容を審査し、

交付決定を行います

③交付決定後、速やかに支払処理を行

います≪①の申請に必要な書類≫
◆第１、２号様式
□不動産賃貸借契約書の写し（全員）
□本人負担額確認書（該当者のみ）
□雇用契約書の写し（全員）
□住民票の写し（複写可）（全員）
□資格証明証の写し（全員）
◆法人が家賃を振り込んだことを証する書類の写し
◆給与明細の写し 等
※第２四半期以降について、第１四半期からの継続
者分については、一部書類の省略ができます。
（変更がなければ◆の書類のみで可能）

④年度末、事業終了後、

３０日以内に提出してください

（四半期の合計金額で作成）

③支払い
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